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 津市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則を廃止す

る規則をここに公布する。

平成２３年６月２０日

                   津市長 前 葉 泰 幸

津市規則第３５号

津市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則を廃

止する規則

 津市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１

８年津市規則第６８号）は、廃止する。

   附 則

 この規則は、平成２３年７月２４日から施行する。



津市告示第１６８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第１７３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成２３年６月１６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  杜の街アカシアの丘自治会 

  三重県津市河芸町杜の街一丁目１番地 

   代表者 山 田 哲 也 

２ 変更に係る事項  

(1)  代表者の住所及び氏名 

変 更 前 三重県津市河芸町杜の街二丁目２７番地６ 

濱  武志 

変 更 後 三重県津市河芸町杜の街二丁目２５番地２４ 

山 田 哲 也 

３ 変更の理由 

任期満了により、平成２３年４月３日新任のため。 

４ 変更年月日 

  平成２３年４月３日 



津市告示第１６９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の規

定により、地縁による団体を次のとおり認可し、同条第１０項の規定

により次のとおり告示する。 

  平成２３年６月１６日  

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 名称 

  下之世古自治会 

２ 規約に定める目的 

本会は、会員相互の親睦を図り、良好な地域社会の維持および形

成に資することを目的とし、以下に掲げる地域的な共同活動を行う

こととする。 

 （１）回覧版の回付等区域内の住民相互の連絡 

 （２）美化・清掃等区域内の環境の整備 

 （３）集会施設の維持管理 

 （４）地域の安全・安心のための自主防災活動 

 （５）その他本会が必要とする事項 

３ 区域 

  本会の区域は、津市一志町波瀬下之世古地区内の下記番地内に居

住する者とする。 

  津市一志町波瀬下之世古地内で 

 東端 1504 番地、東北端 1750 番地-4、北端 1819 番地、西畑 1852 番

地、西南端 1872 番地-1 に取り囲まれる居住者及び同 14 番地、同 123

番地、同 1880 番地、同 1902 番地、同 1920 番地-3、同 8851 番地居

住者とする。 

４ 事務所 

  三重県津市一志町波瀬 1794 番地 2 

５ 代表者の氏名及び住所 

  田 端 順 一 

  津市一志町波瀬 1802 番地 2 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の

選任の有無 

 なし 



７ 代理人の有無 

  なし 

８ 規約に定める解散の事由 

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及

び第５号の規定により解散する。 

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の３分の２以上の

承諾を得なければならない。 

９ 認可年月日 

  平成２３年６月１３日 



津市告示第１７０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を廃止した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２３年６月１７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 廃 止 の 区 間 
供用廃止 

年月日 

１９７ 稲葉１１号線 

津市香良洲町字新開地

5536 番 10 地先から 平成 23 年 

津市香良洲町字新開地

5536 番 10 地先まで 

6 月 17 日 



津市告示第１７１号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２３年６月２０日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２１５３１８ 平成２２年１０月１日 平成２３年６月１日

０４１１８８３ 平成２２年１０月１日 平成２３年６月３日

０２３６２８１ 平成２２年１０月１日 平成２３年６月５日

９２０９７７１ 平成２２年１０月１日 平成２３年６月７日

０５３１６４０ 平成２２年１０月１日 平成２３年６月１４日



津市告示第１７２号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項の規定に基づき撤去

し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

 平成２３年６月２０日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２３年 ６月 １日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ６ 平成２３年 ６月 ３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月 ３日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月 ３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ８ 平成２３年 ６月 ６日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ８ 平成２３年 ６月 ６日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ６月 ７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ６月 ８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ６月 ８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ５ 平成２３年 ６月 ９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月１０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １６ 平成２３年 ６月１３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １１ 平成２３年 ６月１３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月１３日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ６月１３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ６月１４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ６ 平成２３年 ６月１４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ６月１５日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１７３号 

 津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）第１８条の２第１項の規定に

より、平成２３年４月１日津市告示第６５号において、別に定める日とされて

いる期日のうち、青森県及び茨城県に住所又は主たる事務所若しくは事業所を

有する者については、下記のとおり指定したので、同条第２項の規定により告

示する。 

  平成２３年６月２８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記

 対象となる申告等の期限 指定する期日 

１

平成２２年度分

の給与所得に係

る個人の市民税

の特別徴収税額

の納入の期限 

平成２３年４月１１日に 

期限が到来するもの 
平成２３年８月１０日 

平成２３年５月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２３年８月１０日 

平成２３年６月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２３年８月１０日 

２

平成２３年度分

の普通徴収に係

る個人の市民税

の納期限 

第１期 平成２３年８月１日 

第２期 平成２３年８月３１日 

第３期 平成２３年１０月３１日 

第４期 平成２４年１月３１日 

３

平成２３年度分

の給与所得に係

る個人の市民税

の特別徴収税額

の納入の期限 

平成２３年７月１１日に 

期限が到来するもの 
平成２３年８月１０日 

平成２３年８月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２３年８月１０日 

平成２３年９月１２日に 

期限が到来するもの 
平成２３年９月１２日 

平成２３年１０月１１日に 

期限が到来するもの 
平成２３年１０月１１日 

平成２３年１１月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２３年１１月１０日 



平成２３年１２月１２日に 

期限が到来するもの 
平成２３年１２月１２日 

平成２４年１月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２４年１月１０日 

平成２４年２月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２４年２月１０日 

平成２４年３月１２日に 

期限が到来するもの 
平成２４年３月１２日 

  平成２４年４月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２４年４月１０日 

  平成２４年５月１０日に 

期限が到来するもの 
平成２４年５月１０日 

４

平成２３年度分

の固定資産税及

び都市計画税の

納期限 

第１期 平成２３年８月１日 

第２期 平成２３年９月３０日 

第３期 平成２３年１２月２６日 

第４期 平成２４年２月２９日 

５

平成２３年度分

の軽自動車税の

納期限 

平成２３年８月１日 

６

１の項から５の

項までに掲げる

期限以外の申告

等の期限 

平成２３年３月１１日から

平成２３年７月３１日まで

の間に期限が到来するもの 
平成２３年８月１日 



津市告示第１７４号

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。

  平成２３年６月２９日

津市長  前 葉 泰 幸

指定した工事店

工 事 店 名 所 在 地 指  定  期  間

田中設備配管
津市雲出島貫町

１４７２番地１

平成２３年 ７月 １日から

平成２７年 ３月３１日まで

有限会社

杉村設備

度会郡大紀町﨑

２４３２番地の２

平成２３年 ７月 １日から

平成２７年 ３月３１日まで

宮村設備
亀山市下庄町

３００４番地

平成２３年 ７月 １日から

平成２７年 ３月３１日まで

有限会社

ナカジマ設備

鈴鹿市池田町

７５７番地の３

平成２３年 ７月 １日から

平成２７年 ３月３１日まで



津市告示第１７５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６３条の２第３項の規定に基づ

き、社団法人全国市有物件災害共済会の平成２２年度事業経営状況を次のとお

り公表する。 

  平成２３年６月２９日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 平成２２年度末現在会員数                ６７８市 

２ 建物総合損害共済 

受託市数                        ６５７市 

  共済責任額        ６２，７０７，６０１，１１０，０００円 

  分担金収入             ６，１５８，０６７，２６１円 

  支払共済金             ２，８２２，９５９，９０３円 

３ 自動車損害共済 

受託市数                        ６５５市 

  分担金収入             ３，１９８，２２３，０６７円 

  支払共済金             ２，１５９，９０８，２９８円 

４ 正味財産の増減 

  増加 

    実質収納分担金等        ９，３６９，６９２，４０４円 

    受取利息等             ５８２，８６４，０５９円 

    会館収益金           ３，１６５，０７６，５３９円 

    その他                 ４，０００，０００円 

        計          １３，１２１，６３３，００２円 

減少 

    災害共済金等          ５，４５０，９６５，５１７円 

    会館運営費           ２，６５３，２３３，０３６円 

    管理費             １，３１５，１７１，２４８円 

    減価償却費及び繰入額等     ３，７７９，３１４，１０３円 

        計          １３，１９８，６８３，９０４円 

  当期一般正味財産増減額         △７７，０５０，９０２円 

５ 平成２２年度末現在の共済基金 



  共済基金の前年度繰越額      ６５，８０６，５７０，４８９円 

  平成２２年度積立額           △７７，０５０，９０２円 

  平成２２年度末現在共済基金    ６５，７２９，５１９，５８７円 

  （一般正味財産） 



津市告示第１７６号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

(1) 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２３年６月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２３年６月３０日 



津市告示第１７７号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

(1) 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２３年６月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２３年６月３０日 



津市告示第１７８号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

(1) 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２３年６月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２３年６月３０日 



津市告示第１７９号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

(1) 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２３年６月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２３年６月３０日 



津市告示第１８０号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

(1) 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２３年６月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２３年６月３０日 



津市公告第８２号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津

市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の

規定により公告します。 

  平成２３年６月１６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸    

１ 入札に付する事項 

 件  名 高規格救急自動車の購入  

 規  格 詳細は仕様書参照  

 数  量 ２台 

 納入期限 平成２４年３月３１日まで 

 納入場所 津市消防本部（津市久居明神町２２７６番地） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

するものとします。 

 施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 平成２３年度津市競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託）において、

「特殊車両（救急車）」を希望業種とし、市内又は準市内として登載され

ていること。 

 本公告から入札までの期間において、本市から指名停止等を受けていな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始を

申し立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者

でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

３ 入札参加者心得、契約条項、仕様書その他入札に必要な事項を示す期間及

び場所 

 期 間  平成２３年６月１６日（木）から同月２３日（木）まで 



 場 所  津市消防本部消防総務課 

４ 入札参加資格の確認等 

 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書等

を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期間  平成２３年６月１６日（木）から同月２３日（木）午後

５時まで 

  イ 提出場所  津市消防本部消防総務課 

  ウ 提出方法  持参によるものとし、郵送によるものは受け付けません。 

 提出書類 

   津市条件付一般競争入札参加申込書 

 入札参加資格の審査結果については、参加申し込みのあった者全員に文

書により通知します。 

５ 入札及び開札の日時 

  平成２３年７月１３日（水）午後２時から 

６ 入札及び開札の場所 

  津市消防本部研修室（３階） 

７ 入札保証金 

  免除 

８ 入札の無効 

  規則第１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

９ 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上。ただし、規則第２８条第１項各号のいず

れかに該当する場合は免除とします。 

10 その他の注意事項 

 指定の入札書により、仕様書に基づき入札金額等を記載の上、封書し、

件名、入札者の商号（名称）を記入し、入札を行ってください。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載してください。 

なお、落札は予定価格の範囲内で最低価格入札者とします。 



 再度入札を行う場合がありますので、入札書の予備を用意してください。 

 同額の者が２者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定します。 

 落札者は、仮契約締結までに落札金額の根拠となった積算内訳書を提出 

してください。 

 この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札 

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とします。 

 この入札に係る費用は、すべて入札者参加者の負担とします。 

 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、 

入札を延期又は中止することがあります。 

 その他、入札者参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留 

意の上、入札を行ってください。 

【問い合わせ先】 

              津市消防本部 消防総務課経理担当 

              電話番号 ０５９－２５４－０３５２ 

              ＦＡＸ  ０５９－２５６－７７５５ 



津市公告第８３号

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津市

契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定

により公告します。 

  平成２３年６月１６日 

  津市長 前 葉 泰 幸   

１ 入札に付する事項 

  件  名 救急資機材等の購入 

 規  格 詳細は仕様書参照 

  数  量 ２組 

  納入場所 津市消防本部（津市久居明神町２２７６番地） 

 納入期限 平成２４年３月３１日まで 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

するものとします。 

 施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 平成２３年度津市競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託）において、

「衛生・医療（衛生・医療用品）」を希望業種とし、市内又は準市内業者と

して登載されていること。 

 本公告から入札までの期間において、本市から指名停止等を受けていな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始を

申し立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者

でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

 薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２４条第１項に規定する薬局開

設者又は医薬品の販売業の許可を受けたもの。 

 薬事法第３９条第１項に規定する高度管理医療機器等の販売業又は賃貸



業の許可を受けたもの。 

３ 入札参加者心得、契約条項その他入札に必要な事項を示す期間及び場所 

 期 間 平成２３年６月１６日（木）から同月２３日（木） 

 場 所 津市消防本部消防総務課 

４ 入札参加資格の確認等 

 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書等 

を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期間  平成２３年６月１６日（木）から同月２３日（木）午後

５時まで 

  イ 提出場所  津市消防本部消防総務課 

  ウ 提出方法  持参によるものとし、郵送によるものは受け付けません。 

 提出書類 

   津市条件付一般競争入札参加申込書 

 入札参加資格の審査結果については、参加申し込みのあった者全員に文

書により通知します。 

５ 入札及び開札の日時 

  平成２３年７月１３日（水）午後３時３０分から 

６ 入札及び開札の場所 

  津市消防本部研修室（３階） 

７ 入札保証金  

免除 

８ 入札の無効 

  規則第１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

９ 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上。ただし、規則第２８条第１項各号のいず

れかに該当する場合は免除とします。 

10 その他の注意事項 

 指定の入札書により、仕様書に基づき入札金額等を記載の上、封書し、

件名、入札者の商号（名称）を記入し、入札を行ってください。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であるか



を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載してください。 

  なお、落札は、予定価格の範囲内で最低価格入札者とします。 

 再度入札を行う場合がありますので、入札書の予備を用意してください。 

 同額の者が２者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定します。 

 落札者は、仮契約締結までに落札金額の根拠となった積算内訳書を提出 

してください。 

 この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札 

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とします。 

 この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、 

入札を延期又は中止することがあります。 

 その他、入札参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留意 

の上、入札を行ってください。 

【問い合わせ先】 

              津市消防本部 消防総務課経理担当 

              電話番号 ０５９－２５４－０３５２ 

              ＦＡＸ  ０５９－２５６－７７５５ 



津市公告第８４号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津

市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の

規定により公告します。 

  平成２３年６月１６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸    

１ 入札に付する事項 

 件  名 水槽付消防ポンプ自動車の購入  

 規  格 詳細は仕様書参照  

 数  量 ４台 

 納入期限 平成２４年３月３１日 

 納入場所 津市消防本部（津市久居明神町２２７６番地） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

するものとします。 

 施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 平成２３年度津市競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託）において、

「特殊車両（消防車）」を希望業種とし、市内又は準市内業者として登載

されていること。 

 本公告から入札までの期間において、本市から指名停止等を受けていな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始を

申し立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者

でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

３ 入札参加者心得、契約条項、仕様書その他入札に必要な事項を示す期間及

び場所 

 期 間  平成２３年６月１６日（木）から同月２３日（木）まで 



 場 所  津市消防本部消防総務課 

４ 入札参加資格の確認等 

 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書等

を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。 

  ア 提出期間  平成２３年６月１６日（木）から同月２３日（木）午後

５時まで 

  イ 提出場所  津市消防本部消防総務課 

  ウ 提出方法  持参によるものとし、郵送によるものは受け付けません。 

 提出書類 

   津市条件付一般競争入札参加申込書 

 入札参加資格の審査結果については、参加申し込みのあった者全員に文

書により通知します。 

５ 入札及び開札の日時 

  平成２３年７月１５日（金）午後２時から 

６ 入札及び開札の場所 

  津市消防本部研修室（３階） 

７ 入札保証金 

  免除 

８ 入札の無効 

  規則第１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

９ 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上。ただし、規則第２８条第１項各号のいず

れかに該当する場合は免除とします。 

10 その他の注意事項 

 指定の入札書により、仕様書に基づき入札金額等を記載の上、封書し、

件名、入札者の商号（名称）を記入し、入札を行ってください。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載してください。 

なお、落札は、予定価格の範囲内で最低価格入札者とします。 



 再度入札を行う場合がありますので、入札書の予備を用意してください。 

 同額の者が２者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定します。 

 落札者は、仮契約締結までに落札金額の根拠となった積算内訳書を提出 

してください。 

 この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札 

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とします。 

 この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、 

入札を延期又は中止することがあります。 

 その他、入札参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留意 

の上、入札を行ってください。 

 【問い合わせ先】 

              津市消防本部 消防総務課経理担当 

              電話番号 ０５９－２５４－０３５２ 

              ＦＡＸ  ０５９－２５６－７７５５ 



津市公告第８５号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年６月１７日

  津市長 前 葉 泰 幸

１ 抑留日  平成２３年６月１３日

２ 抑留期間 平成２３年６月２０日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

片田田中町

雑 黒茶 オス 大 ９１日

以上

首輪あり

3 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第８６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２３年６月１７日 

                         津市長 前 葉 泰 幸 

１ 工事完了年月日 

  平成２３年６月１５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市神戸字横田２４２－４ほか１１筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市幸町２７番３５号 

  株式会社ランド・二十一 代表取締役 西浦義樹 

























































津市公告第８８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２３年６月２４日 

                        津市長 前 葉 泰 幸 

１ 工事完了年月日 

  平成２３年６月２３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市藤方字柳ケ坪１５０３番２ほか２筆、垂水字上屋敷１０１０番ほか２

筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市高茶屋小森町４０００番地２ 

  株式会社川﨑ハウジング 代表取締役 川﨑昌美 



津市公告第８９号

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。

  平成２３年６月２４日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 変更の内容

  農地から農業用施設用地への変更

２ 変更場所

土 地 の 所 在
面 積

用 途 区 分

大 字 字 地 番 変更前 変更後

雲出長常町 八幡 1366 番
3,886 ㎡

うち 198 ㎡
農地

農業用施設

用地

久居一色町 羽場 638 番
472 ㎡

うち 472 ㎡
農地

農業用施設

用地

美里町穴倉 内戸 3508 番
462 ㎡

うち 270 ㎡
農地

農業用施設

用地

美杉町竹原 中ノ垣内 4462 番
751 ㎡

うち 751 ㎡
農地

農業用施設

用地

美杉町竹原 中ノ垣内 4460 番
1,037 ㎡

うち 1,037 ㎡
農地

農業用施設

用地



津市公告第９０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２３年６月３０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸 

１ 工事完了年月日 

  平成２３年６月２８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市神納町３３８番２ほか１４筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市春日町三丁目１７６番地３４ 

  株式会社レアルジャパン 

  代表取締役 髙橋 栄 



津市公告第９１号

 中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用（平成１２年４月１日付け１２

構改Ｂ第７４号農林水産省構造改善局長通知）第１６の１及び中山間地域等直

接支払津市基本方針（平成２２年津市農第３８０号）３の の規定により、平

成２２年度における中山間地域等直接支払の実施状況について公告します。

  平成２３年６月３０日

            津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第９２号 

平成２２年産畑作物共済（大豆；全相殺方式）に係る共済金の支払額を決定

したので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第１１５条の

規定により、畑作物共済加入者ごとに共済金の支払額、畑作物共済減収量、共

済金の支払期日及び共済金の支払方法を別紙のとおり公表する。 

平成２３年６月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸   



　　平成２２年産畑作物共済（大豆；全相殺方式）加入者ごと共済金支払額等一覧

農家
番号

地区名
共済減収量
（ｋｇ）

共済金の
支払額（円）

共済金の
支払期日

共済金の
支払方法

1 西古河町 334 52,772

2 観音寺町 2,026 320,108

3 観音寺町 716 113,128

4 納所町 16,962 2,679,996

5 野田 2,336 369,088

6 南河路 2,998 473,684

7 芸濃町楠原 1,692 267,336

8 芸濃町多門 1,889 298,462

9 芸濃町萩野 650 102,700

10 安濃町中川 2,362 373,196

11 安濃町太田 641 101,278

12 安濃町清水 3,492 551,736

15 一志町波瀬 160 25,280

16 一志町波瀬 1,509 238,422

17 一志町波瀬 1,051 166,058

13 白山町小杉 1,431 226,098

14 白山町八対野 1,001 158,158

合計 １７戸 41,250 6,517,500

平成23年6月3日 口座振込



津市水道局告示第１４号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２３年６月１７日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

有限会社ナカジマ

設備     

鈴 鹿市池田町７５７番地

の３ 

平成２３年６月１０日 



津市水道局告示第１５号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２３年６月１７日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

宮 村 設 備 亀山市下庄町３００４番地 平成２３年６月１０日 



津市水道局公告第５号 

津市水道局が執行する建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札（以

下「事後審査型入札」という。）に関する必要な事項について、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平

成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定により、次

のとおり公告します。 

なお、この公告は事後審査型入札を執行するに当たっての共通事項を示すも

のであり、個々の入札に付する事項及び入札参加資格等については、別に公告

します。 

  平成２３年６月２０日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

事後審査型条件付一般競争入札共通事項 

１ 入札参加者に必要な資格要件 

事後審査型入札に参加できる建設業者等は、次に掲げる要件を備えている

者でなければならない。 

 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可（建設コン 

サルタント等にあっては、それぞれの業務に関し法令の定めるところによ

る登録）及び同法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査（建設コ

ンサルタント等にあっては、水道事業管理者が別に定める審査）を受けて

おり、かつ、その審査の基準日の前日までに営業年数が１年以上あること。 

 津市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 

 当該対象工事等の業種に応じた技術者を有していること。 

 個別の案件ごとの公告（以下「個別公告」という。）から入札時までの

期間において、津市から指名停止等を受けていないこと。 

 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始を申し 

立てた者若しくは決定を受けた者（津市から再認定を受けた者を除く。） 

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始を申 

し立てた者若しくは決定を受けた者（津市から再認定を受けた者を除く。） 



でないこと。 

 建設業法その他の法令、規則等に違反していないこと。 

 個別公告において示す参加資格要件を満たしていること。 

 その他水道事業管理者が事後審査型入札に係る参加業者として不適当で

あると認める者でないこと。 

２ 設計書及び設計図書の閲覧等 

建設工事等に係る設計書及び設計図書については、個別公告で示す期間、

水道総務課において閲覧に供するほか、当該公告で示す販売店において有償

で頒布する。 

３ 入札参加方法等 

 入札参加者は、設計図書等（設計図書、図面、仕様書、関係書類及び現

場等）を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において設計図書

等に関する質問がある場合は、個別公告において示す参加資格要件を有す

る者に限って、期限日までに書面のみにより申し出ることができる。質問

に対する回答は、津市ホームページに掲載するものとする。

 事後審査型入札においては、入札参加のために事前に申請手続を行うこ

とを要せず、この共通事項及び個別公告において示す参加に係る資格要件

を満たす者は、当該公告において示す入札書提出期限までに入札書を提出

することにより入札参加できるものとする。 

 入札方法は郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

る。）を指定された封筒に封入の上、一般書留又は簡易書留のいずれかの

方法で郵送するものとし、水道総務課への持参は認めない。 

 封筒は、水道局が配布する郵便入札専用の指定封筒等を使用すること。 

 個別公告で示した入札書提出期限までに郵便事業株式会社津支店必着と

する。 

 宛先 

〒５１４－８７９９ 

郵便事業株式会社津支店留 津市水道局 水道総務課 宛 

 入札回数は、１回とする。 

４ 入札書 

 指定様式の入札書に、入札日（開札日）、入札者の住所（所在地）・商

号（名称）・代表者氏名・印（入札参加資格審査申請時に提出した使用印

鑑届に押印された印）、入札金額、工事名、工事場所及び落札可能件数を



鮮明に表示すること。また、入札金額はアラビア数字で、文字は楷書で記

載すること。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。 

 入札書は、指定した封筒等に入れ、開札日時、件名、差出人名を記入の

上、３箇所の封印をすること。 

５ 積算内訳書 

 入札書の入札金額に対応した積算内訳書を必ず提出すること。 

 積算内訳書の合計金額は、必ず入札書の入札金額と同額とすること。 

 積算内訳書は、入札書を提出（郵送）する際に必ず同封すること。 

 積算内訳書の審査を行った結果、不明な点があるときは、さらに詳しい

積算明細書等の資料提出及び積算根拠の説明を求めることがある。 

６ 開札の立会い 

開札の立会人を、入札参加者の中から選定する。ただし、選定された立会

人が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員に立ち会わせ、開札す

ることができる。 

７ 開札及び落札候補者の決定 

 開札は、個別公告において示す日時及び場所において行うものとする。 

 開札の結果、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札

した者のうち、最低価格で入札した者を落札候補者とし、当該落札候補者

の入札参加資格の審査のため落札決定を保留し、開札を終了するものとす

る。 

の落札候補者となるべき者が複数ある場合は、開札立会人によるくじ

引きにより、当該複数入札者の落札候補順位を決定する。 

８ 無効の入札 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 



 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

 入札者の記名押印のないとき。 

 入札金額を訂正しているとき。 

 入札書の記載事項が確認できないとき。 

 入札保証金の納付がないとき、又は額が不足するとき。 

 開札前において入札参加資格要件を満たさないことが明らかな者が入札

をしたとき。 

 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

 指定された郵送方法以外の方法で入札書を郵送したとき。 

 入札書が提出期限を過ぎて到着したとき。 

 水道局が配布する郵便入札専用の指定封筒等以外の封筒で入札書を郵送

したとき。 

 指定封筒等に指定された事項が記載されていないとき。 

 指定封筒等に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。 

 積算内訳書が同封されていないとき。 

 入札書に記載された金額と積算内訳書に記載された金額が異なるとき。 

 落札候補者となった件数が落札可能件数に達した以後に当該落札候補者

が入札をしたとき。 

 開札後に入札参加資格の審査を行った結果、入札参加資格要件を満たさ

ないことが分かったとき。 

 意思表示が民法上無効とされる入札をしたとき。 

(21) その他あらかじめ指示した事項に違反したとき。 

９ 落札可能件数の変更 

入札書投函以降、落札可能件数に変更が生じた場合は、「落札可能件数変 

更届」を提出すること。 

10 入札書の書き換え等の禁止 

一度提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできない。 

11 入札参加資格確認資料の提出 

落札候補者となった者は、事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申

請書（以下「確認申請書」という。）及び次に掲げる確認資料を水道総務課

へ提出するものとする。 

 建設工事の場合 

ア 建設業許可証明書等の写し（支店等業者にあっては、支店等が対象業



種の建設業許可を有することを証明する書類） 

イ 配置予定の主任（監理）技術者及び現場代理人等との雇用関係を確認

するための書類（雇用保険、社会保険被保険者証等の写し） 

ウ 配置予定の主任（監理）技術者の資格者証の写し（実務経験の場合は、 

実務経験経歴書） 

エ 専任技術者証明書の写し（建設業許可申請時に必要な営業所の専任技

術者調書の写し） 

オ 同種工事の施工実績届出書 

カ 設計図書を購入した際の領収書の写し又は積算内訳書交付済証（水道

総務課が発行したもの） 

キ その他入札参加資格を確認するために個別公告で示した資料 

 建設コンサルタント等の場合 

ア 建設コンサルタント等に係る登録を証明する書類 

イ 当該業種における直近決算の営業収入金額が確認できる書類 

ウ 配置予定技術者との雇用関係を確認するための書類（雇用保険、社会

保険被保険者証等の写し） 

エ 配置予定技術者の資格証の写し等 

オ 同種業務の履行実績届出書 

カ 設計図書を購入した際の領収書の写し又は積算内訳書交付済証（水道

総務課が発行したもの） 

キ その他入札参加資格を確認するために個別公告で示した資料 

 落札候補者は、提出を求められた日の翌日から起算して２日以内に確認

申請書及び確認資料を提出しなければならない。 

 落札候補者が提出期限内に確認申請書及び確認資料を提出しない場合、

当該落札候補者は入札参加資格要件を満たしていないものとみなす。 

12 公正な入札の確保 

 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加 

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入 

札価格を決定しなければならない。 

 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的 

に開示してはならない。 



13 落札者の決定 

 落札候補者から提出された確認申請書及び確認資料を審査した結果、入

札参加資格要件を満たしていることを確認したときは、当該落札候補者を

落札者と決定する。 

  の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないこと

を確認したときは、当該落札候補者のした入札を無効とし、次に低い価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とし、適格者が現れるまで順次審

査を行うものとし、その過程において、同価格の入札をした者が複数ある

場合は、別に指定する日時及び場所においてくじ引きを行い、落札候補者

の順位を決定する。この場合において、くじ引きを代理人が行う場合は、

委任状を提出しなければならない。 

 入札参加資格要件の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満た

していないことを確認したときは、事後審査型条件付一般競争入札参加資

格審査結果通知書により通知するものとする。 

の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して２日以内に

書面により決定理由について説明を求めることができる。 

の説明を求められたときは、説明を求められた日の翌日から起算して

４日以内に回答書により回答するものとする。 

14 入札保証金 

入札の際に入札価格の１００分の３以上の入札保証金を納付しなければな

らない。ただし、規則第１５条第１項各号のいずれかに該当する場合及びあ

らかじめ個別公告においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

15 契約保証金 

 契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付し

なければならない。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又

は金融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供す

ることにより、契約保証金の納付に代えることができる。 

 津市建設工事執行規則（平成１８年津市規則第４１号）第１２条の規定

に該当する場合は、契約保証金を免除する。 

16 予定価格 

予定価格は、個別公告において明らかにする。 

17 最低制限価格 

最低制限価格の設定については、個別公告において明らかにする。 



18 入札の中止等 

 事後審査型入札への参加に係る業者等が不正の利益を得るために連合し、

又は不穏な行動をなす等公正な入札の執行を確保することができないと認

めるときは、当該事後審査型入札を延期、中止等の措置をとることがある。 

 天災その他やむを得ない事由により入札（開札）を行うことができない

と認めるときは、入札（開札）を中止することがある。 

 入札の中止等に至った場合においても、見積りに係る費用、郵送に係る

費用その他入札に係る一切の費用は補償しない。 

19 異議申立て等 

入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様書、

関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てることは

できない。 

20 期限の特例 

この共通事項において示す期限については、津市の休日を定める条例（平

成１８年津市条例第１４号）第３条の規定を準用する。 



津市水道局公告第６号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２３年６月２０日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

工 事 名
平成２３年度　工務第２５号

公共下水道事業に伴う一身田中野地内配水管移設工事（本設）

工事場所 津市 一身田中野 地内 

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年６月２０日 工 事 担 当 課 工務課

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲

工 期 契約締結の日から 平成２３年１０月１１日 まで

発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ200mm　Ｌ＝17.5ｍ

仕切弁設置工　φ200mm　Ｎ＝4箇所

仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝1箇所

【地区】津・香良洲 【格付】Ｂ

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者

元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで

閲覧場所 水道総務課

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年７月１１日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年６月２９日

回 答 日 平成２３年７月６日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開札日時
及び場所

平成２３年７月１４日 午前９時３０分

津市水道局２階　入札室

予定価格 3,698,000

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

0

0

0

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。

・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル

 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年６月２０日 工 事 担 当 課 工務課

工 事 名
平成２３年度　工務第２６号
道路修繕工事に伴う栄町四丁目地内配水管布設工事

工事場所 津市 栄町四丁目 地内 

不断水仕切弁設置工　φ250mm　Ｎ＝1箇所
不断水仕切弁設置工　φ8インチ　Ｎ＝1箇所
仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝3箇所

工 期 契約締結の日から 平成２３年９月３０日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝177.5ｍ

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般
所在地要件 市内本店
格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ｂ
【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで
販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年６月２９日
回 答 日 平成２３年７月６日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年７月１１日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年７月１４日 午前９時４５分
津市水道局２階　入札室

予定価格 7,110,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　
0
0
0

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年６月２０日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝1箇所

工 事 名
平成２３年度　工務第１９号
栄町四丁目地内配水管布設工事

工事場所 津市 栄町四丁目 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝85.9ｍ 消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝1箇所　
仕切弁設置工　φ250mm　Ｎ＝2箇所
仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝1箇所

工 期 契約締結の日から 平成２３年１０月３１日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ250mm　Ｌ＝69.9ｍ 仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝1箇所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般
所在地要件 市内本店
格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ｂ
【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで
販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年６月２９日
回 答 日 平成２３年７月６日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年７月１１日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年７月１４日 午前１０時００分
津市水道局２階　入札室

予定価格 11,100,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　
0
0
0

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年６月２０日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝2箇所

工 事 名
平成２３年度　工務第２３号
公共下水道事業に伴う芸濃町椋本地内配水管移設工事

工事場所 津市 芸濃町椋本 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝253.0ｍ 不断水仕切弁設置工　φ150mm  Ｎ＝2箇所
配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝5.1ｍ
仕切弁設置工　φ150mm　Ｎ＝5箇所

工 期 契約締結の日から 平成２３年１０月２４日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝24.4ｍ 仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝3箇所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般
所在地要件 市内本店
格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里 【格付】Ａ１・Ａ２・Ｂ
【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】安濃 【格付】Ｂ
【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで
販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年６月２９日
回 答 日 平成２３年７月６日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年７月１１日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年７月１４日 午前１０時１５分
津市水道局２階　入札室

予定価格 15,430,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　
0
0
0

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年６月２０日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝3箇所

工 事 名
平成２３年度　工務第１７号
白山町南家城地内配水管布設工事

工事場所 津市 白山町南家城 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝7.7ｍ
仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝5箇所
仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝1箇所

工 期 契約締結の日から 平成２３年１１月３０日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝699.0ｍ 舗装本復旧工　Ａ＝1520ｍ2

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般
所在地要件 市内本店
格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志 【地区】久居・一志・白山・美杉 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里・安濃 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 ２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで
販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年６月２９日
回 答 日 平成２３年７月６日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年７月１１日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年７月１４日 午前１０時３０分
津市水道局２階　入札室

予定価格 28,137,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　
0
0
0

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年６月２０日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ200mm　Ｎ＝2箇所

工 事 名
平成２３年度　工務第１３号
白山町二本木地内配水管布設工事

工事場所 津市 白山町二本木 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝23.3ｍ 仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝2箇所
配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝24.7ｍ 仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝11箇所
配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝97.1ｍ 消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝2箇所　

不断水仕切弁設置工　φ150mm　Ｎ＝1箇所
工 期 契約締結の日から 平成２３年１１月３０日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ200mm　Ｌ＝284.4ｍ 仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝2箇所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般
所在地要件 市内本店
格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志 【地区】久居・一志・白山・美杉 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里・安濃 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 ２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで
販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年６月２９日
回 答 日 平成２３年７月６日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年７月１１日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年７月１４日 午前１０時４５分
津市水道局２階　入札室

予定価格 33,011,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　
0
0
0

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年６月２０日 工 事 担 当 課 工務課

橋梁添架工　ＳＵＳ150Ａ　Ｌ＝65.0ｍ

工 事 名
平成２２年度　簡水第１２号
下之川簡易水道配水管布設工事（その２）

工事場所 津市 美杉町下之川 地内 

仕切弁設置工　φ150mm　Ｎ＝4箇所
仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝2箇所
水管橋工　ＳＵＳ150Ａ　Ｌ＝15.2ｍ

工 期 契約締結の日から 平成２４年３月１日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝889.0ｍ 舗装本復旧工　Ａ＝3351m2

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定
所在地要件 市内本店
格付要件 Ａ１

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の監理技術者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（監理技術者と兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年７月１１日 まで
販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年６月２９日
回 答 日 平成２３年７月６日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年７月１１日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年７月１４日 午前１１時００分
津市水道局２階　入札室

予定価格 66,824,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　
0
0
0

前 金 払 有
部 分 払 無

その他


